
天草市告示第５７号 

天草市居住安定援助計画の認定等に係る事務処理要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１

９年法律第１１２号。以下「法」という。）に基づき、市長が行う居住安定援助計画の認定

等の事務に関し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（

平成２９年国土交通省令第６３号。次項において「省令」という。）及び国土交通省・厚生

労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成２

９年厚生労働省・国土交通省令第１号。以下「共管省令」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法、省令及び共管省令において使用する用語の例

による。 

（居住安定援助計画の認定） 

第３条 法第４０条第１項の認定を申請しようとする者（第３項及び第４項において「申請者」 

という。）は、居住安定援助計画認定申請書（共管省令別記様式第二号をいう。）に共管省

令第８条各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。 

２ 共管省令第８条第８号に規定する市長が必要と認める書類は、別に定める。 

３ 市長は、法第４１条第１項の規定による認定を行ったときは、居住安定援助計画認定通知

書（様式第１号）により、申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、法第４０条第１項に規定する申請に係る居住安定援助計画が法第４１条各号に掲

げる基準に適合しないと認めた場合は、その理由を付して、居住安定援助計画の認定を行わ

ない旨の通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。法第４２条各号に掲

げる欠格条項に該当する場合も同様とする。 

（居住安定援助計画の変更等） 

第４条 法第４４条第１項の規定による認定を受けようとする者は、居住安定援助計画の変更

申請書（共管省令別記様式第四号をいう。）を市長に提出するものとする。この場合におい

て、当該居住安定援助計画の変更が添付書類の変更を伴う場合は、当該変更後の添付書類を

添付するものとする。 

２ 市長は、法第４４条第１項の規定による変更の認定を行ったときは、居住安定援助計画の



変更認定通知書（様式第３号）により、前項に規定する変更申請書を提出した者（次項にお

いて「申請者」という。）に通知するものとする。 

３ 市長は、法第４４条第１項の規定により提出された居住安定援助計画の変更が法第４４条

第２項において準用する法第４１条各号に掲げる基準に適合しないと認めた場合は、居住安

定援助計画の変更認定を行わない旨の通知書（様式第４号）により、申請者に通知するもの

とする。法第４４条第２項において準用する法第４２条各号に掲げる欠格条項に該当する場

合も同様とする。 

（軽微な変更） 

第５条 認定事業者は、共管省令第２１条第１項各号に掲げる軽微な変更をするときは、居住

安定援助計画の軽微な変更届出書（様式第５号）を市長に提出するものとする。 

（廃止の届出） 

第６条 認定事業者は、法第４４条第３項の規定による廃止の届出をするときは、計画の認定

に係る居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書（共管省令別記様式第五号をいう。）を市長

に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の廃止届出書の提出があったときは、共管省令第２３条第２項各号に掲げる

事項を公示するものとする。 

（地位の承継） 

第７条 法第４５条の規定による市長の承認を受けようとする者は、認定事業者の地位の承継

に係る承認申請書（共管省令別記様式第六号をいう。）に、共管省令第２４条に規定する証

明書類及びその写しを添えて市長に申請するものとする。 

２ 市長は、法第４５条の規定による承認を行ったときは、認定事業者の地位の承継の承認通

知書（共管省令別記様式第七号をいう。）に前項の証明書類を添えて、前項に規定する申請

を行った者（次項において「申請者」という。）に通知するものとする。 

３ 市長は、法第４５条の規定による承認をしないときは、その理由を付して地位の承継を承

認しない旨の通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

（定期報告） 

第８条 法第４９条に規定する報告は、認定計画ごとに居住安定援助賃貸住宅事業定期報告書

（共管省令別記様式第八号をいう。）を毎年６月３０日までに市長に提出することにより行

うものとする。 

（専用賃貸住宅の目的外使用） 



第９条 認定事業者は、法第５０条第１項の規定による市長の承認を受けようとするときは、

目的外使用に係る承認申請書（共管省令別記様式第九号をいう。）を市長に提出するものと

する。 

２ 市長は、法第５０条第１項の規定による承認を行ったときは、目的外使用に係る承認通知

書（様式第７号）により認定事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、法第５０条第１項の規定による承認をしない場合は、その理由を付して目的外使

用に係る承認をしない旨の通知書（様式第８号）により認定事業者に通知するものとする。 

（報告の聴取） 

第１０条 市長は、法第５４条第１項の規定により報告を求めるときは、報告を求める旨の通

知書（様式第９号）により認定事業者又は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者に

通知するものとする。 

（改善命令） 

第１１条 市長は、法第５５条の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、改善命令書（

様式第１０号）により認定事業者に通知するものとする。 

（計画の認定の取消し） 

第１２条 市長は、法第５６条第１項又は第２項の規定により居住安定援助計画の認定を取り

消したときは、居住安定援助計画認定取消通知書（様式第１１号）により認定事業者であっ

た者に通知するものとする。 

２ 市長は、法第５６条第１項又は第２項の規定により居住安定援助計画の認定を取り消した

ときは、その旨を公示するものとする。 

（書類の提出方法） 

第１３条 共管省令第５条の申請書、共管省令第８条各号に掲げる書類、共管省令第２１条第

２項の届出書、共管省令第２２条第１項の申請書及び同条第２項の添付書類、共管省令第２

３条第１項の届出書、共管省令第２４条の申請書並びに同条に規定する証明書類及びその写

し、共管省令第３０条第２項の報告書並びに共管省令第３２条の申請書（以下この条におい

てこれらを「申請書等」という。）は、原則として、一般社団法人すまいづくりまちづくり

連合会が運営管理する居住サポート住宅情報提供システムを用いて、電子データにより提出

するものとする。ただし、同システムによる申請書等の提出が困難である場合は、この限り

でない。 

（申請の取下げ） 



第１４条 法第４０条第１項に規定する居住安定援助計画の認定申請、法第４４条第１項に規

定する計画の変更認定申請、共管省令第２４条に規定する地位の承継の承認申請又は法第５

０条第１項に規定する専用賃貸住宅の目的外使用の承認申請（以下この条においてこれらを

「申請等」という。）を行った者が申請等に係る通知書の交付を受ける前に申請等を取り下

げる場合は、申請等取下届（様式第１２号）を市長に提出するものとする。 

(雑則) 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、居住安定援助計画の認定等の事務に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和８年５月１８日から施行する。 


